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す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

し
か
る
に
、
こ
こ
に
困
難
な
問
題
が
生
ず
る
。

放
家
人
為
良
還
艇
條
に
閥
す
る
重
要
な
問
題
を
提
起
さ
れ
、

ニ
八
五

『各』

周
知
の
如
く
、
内
藤
乾
吉
氏
が
そ
の
研
究
「
敦
煽
稜
見
唐
職
制
戸
婚
厳
庫
律
断
簡
」
な
る
厳
密
な
考
證
に
お
い
て
、
日
本
律
の
戸
婚
律

そ
れ
に
到
す
る
深
い
思
索
を
示
さ
れ
た
こ
と
は
（
内
藤
乾
吉
「
中
國
法
制
史
考

證
一
八
二
頁
以
下
）
、
仁
井
田
陸
氏
・
牧
英
正
氏
の
洞
察
に
富
む
論
争
と
な
っ
て
結
賓
し
て
い
る
。

法
制
史
研
究
編
集
委
員
會
よ
り
、
牧
英
正
氏
論
文
「
戸
婚
律
放
家
人
為
良
還
歴
條
の
研
究
」
（
法
學
雑
誌
第
九
巻
第
三
•
四
琥
）
の
書
評
を

托
さ
れ
た
こ
と
を
契
機
と
し
て
、
こ
の
問
題
の
一
側
面
に
つ
い
て
の
私
自
身
の
見
解
を
ま
と
め
て
み
た
い
と
思
う
。

内
藤
乾
吉
氏
の
考
證
に
よ
り
、
敦
煽
獲
見
唐
職
制
戸
婚
厳
庫
律
断
簡
は
、
大
臆
に
お
い
て
永
徽
律
な
る
こ
と
が
断
ぜ
ら
れ
て
い
る
が
、

右
戸
婚
律
の
條
文
に
開
し
て
は
、
訂
正
文
が
細
字
で
傍
記
さ
れ
（
訂
正
文
に
は
則
天
文
字
が
使
用
さ
れ
て
い
な
い
）
、
こ
の
訂
正
文
は
、

の
一
字
が
足
り
な
い
の
を
除
け
ば
、
開
元
二
十
五
年
律
と
同
文
で
あ
る
こ
と
、
し
か
も
、
逸
文
の
形
に
お
い
て
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
右

條
文
に
相
常
す
．
る
日
本
律
が
現
存
す
る
こ
と
よ
り
し
て
、
重
要
な
問
題
が
提
起
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

す
な
わ
ち
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
永
徽
律
と
紳
龍
以
後
の
律
と
の
比
較
研
究
が
可
能
と
な
り
、
唐
代
法
典
編
纂
史
の
本
質
に
つ
い
て
の
考

察
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
、
ま
た
、
日
本
の
大
賓
律
養
老
律
は
、
永
徽
律
を
藍
本
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
故
に
、
唐
律
疏

議
と
日
本
律
と
の
比
較
と
い
う
如
き
間
接
的
な
比
較
で
は
な
く
し
て
、
直
接
的
な
比
較
研
究
が
可
能
と
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
右
戸
婚
律
條
文
に
相
営
す
る
日
本
律
條
文
が
、
文
章
上
で
は
永
徽
律
と
断
ぜ
ら
れ
た
断
簡
條
文
（
以
下
こ
れ
を
内
藤
乾
吉
氏
に

従
っ
て
薔
條
文
と
稲
す
る
）
に
類
似
し
、
内
容
上
で
は
傍
記
さ
れ
た
訂
正
條
文
（
以
下
こ
れ
を
内
藤
乾
吉
氏
に
従
っ
て
新
條
文
と
稲
す
る
）
に
類
似

牧
英
正
氏
の
見
解
は
、
後
者
の
類
似
を
根
本
と
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
う
す
る
と
、
新
條
文
が
、
永
徽
律
を
藍
本
と
す
る
養
老
律

戸
婚
律
放
家
人
為
良
還
歴
條
論
考
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新
條
文
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條
文
と
同
文
と
な
る
と
い
う
こ
と
よ
り
し
て
、
こ
れ
を
永
徽
律
と
み
な
さ
ざ
る
を
得
な
く
な
り
、
薔
條
文
、
従
っ
て
則
天
文
字
で
し
る
し

て
あ
る
断
簡
そ
の
も
の
が
永
徽
以
前
の
も
の
、
例
え
ば
、
貞
観
律
と
い
っ
た
問
題
を
生
ず
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
断
簡
の
年
代
測
定
に
つ
い
て
は
、
仁
井
田
陸
氏
が
批
判
さ
れ
た
よ
う
に
、
則
天
時
代
の
現
行
律
こ
そ
が
則
天
文
字
で
書
い
て

あ
る
と
考
察
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
貼
が
、
牧
氏
見
解
に
と
つ
て
解
決
し
難
い
難
貼
と
な
る
の
で
あ
る
（
仁
井
田
陸
「
中
園
法
制
史
妍
究
畔

m

唐
戸
婚
律
の
奮
條
文
、
新
條
文
、

日
本
律
條
文
を
あ
げ
る
な
ら
ば
、
次
の
如
く
で
あ
る
。

『
諸
放
奴
婢
為
良
。
巳
給
放
書
。
而
還
歴
為
賤
者
。
徒
二
年
。
若
駆
為
部
曲
。
及
放
為
部
曲
。
而
堅
為
賤
者
。

為
良
。
還
歴
為
部
曲
者
。
又
減
一
等
。
』

『
諸
放
部
曲
為
良
。
已
給
放
書
。
而
匪
為
賤
者
。
徒
二
年
。
若
歴
為
部
曲
。
及
放
奴
婢
為
良
。
而
黙
為
賤
者
。

部
曲
。
及
放
為
部
曲
。
而
艇
為
賤
者
。
又
（
各
）
減
一
等
。
各
還
正
之
。
』

日
本
律
條
文

『
（
凡
）
放
家
人
為
良
。
已
経
本
賜
。
而
遠
歴
為
賤
者
。
徒
二
年
。
』
（
裁
判
至
要
抄
引
養
老
戸
婚
律
逸
文
）

内
藤
乾
吉
氏
は
、

薔
條
文

討
」
三
一

0
頁）。

日
本
律
逸
文
に
、
『
還
匪
』
と
あ
る
こ
と
を
重
視
さ
れ
、

唐
律
の
薔
條
文
の
『
還
』
か
ら
き
た
も
の
で
あ
っ
て
、
『
還
』
字
の
な
い
新
條
文
を
受
け
た
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
『
還
』
字
を
用
い
る
こ
と

は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
、

日
本
律
が
こ
の
よ
う
に
『
遠
』
字
を
用
い
て
い
る
こ
と
は
、

と
さ
れ
、
次
に
、
唐
律
薔
條
文
に
お
け
る
『
還
』
字
の
用
法
が
、

い
ず
れ
も
「
も
と
に
か
え
す
」
と
い
う
意
味

ニ
八
六

各
減
一
等
。

即
歴
為

各
減
一
等
？
放
部
曲
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に
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
指
摘
さ
れ
、
従
っ
て
、

賤
（
奴
婢
）
と
し
た
場
合
に
『
還
』
字
を
用
い
る
の
は
お
か
し
く
、
こ
の
家
人
は
も
と
は
日
本
律
に
も
奴
婢
と
あ
っ
た
の
を
後
に
改
訂
し

こ
、
、
t
ヵ

ま
た
は
日
本
律
は
最
初
か
ら
唐
律
を
こ
の
よ
う
に
改
め
た
か
、
ま
た
は
唐
律
の
新
條
文
を
見
て
後
人
が
妄
改
し
た
か
の
い
ず
れ
か

で
な
い
か
と
疑
わ
れ
る
、
と
指
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（
「
中
國
法
制
史
考
證
」
ニ
―
一
頁
以
下
）
。

こ
れ
に
到
し
て
、

ニ
八
七

日
本
律
逸
文
に
、
家
人
を
放
し
て
良
と
し
た
も
の
を
歴
し
て
も
と
よ
り
低
い

日
本
律
逸
文
の
家
人
は
、
後
人
の
妄
改
に
非
ず
し
て
、
養
老
律
に
も
大
簑
律
に
も
存
し
、
そ
れ
故
、
逸
文
そ
の
も
の

を
、
大
賓
律
・
養
老
律
の
條
文
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
、
却
つ
て
日
本
律
に
お
け
る
『
還
』
の
字
の
用
法
は
唐
律
奮
條
文
に
お
け
る
よ
う

に
は
厳
格
で
な
い
と
さ
れ
る
の
が
、
牧
英
正
氏
の
見
解
で
あ
り
、
従
っ
て
牧
氏
見
解
を
お
し
す
す
め
る
と
唐
律
新
條
文
が
永
徽
律
で
薔
條

牧
英
正
氏
が
裁
判
至
要
抄
所
引
の
戸
婚
律
逸
文
を
大
賓
律
・
養
老
律
の
律
文
と
認
定
さ
れ
た
根
擦
は
、
次
の
如
き
、
戸
令
良
人
家
人
條

『
歴
謂
放
家
人
奴
婢
為
良
。
還
堅
為
賤
也
。
』

す
な
わ
ち
、
氏
は
右
二
つ
の
註
繹
の
中
に
、
家
人
ー
良
ー
賤
（
氏
は
こ
の
賤
を
奴
婢
に
限
定
さ
れ
る
）
の
ケ
ー
ス
が
含
ま
れ
て
お
り
、
こ
れ

が
ま
さ
に
裁
判
至
要
抄
所
引
戸
婚
律
逸
文
の
ケ
ー
ス
に
合
致
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
戸
婚
律
逸
文
を
大
賓
律
・
養
老
律
の
律
文
と
認
定
さ
れ

古
記 『

謂
歴
者
。
放
家
人
奴
婢
為
良
。
還
駆
為
賤
者
也
。
』

義
解

の
歴
の
字
に
し
る
さ
れ
た
義
解
、
古
記
の
註
繹
で
あ
る
。

文
は
そ
れ
以
前
の
律
文
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
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（奮條文）

賤
（
奴
婢
）

＼
 

部
曲
ー
良

ー

／

部

曲

奴
婢
ー
部
曲
ー
賤
（
奴
婢
）

部
曲
ー
良
ー
部
曲

戸
婚
律
放
家
人
為
良
還
藤
條
論
考

た
の
で
あ
る
。

牧
英
正
氏
が
こ
の
問
題
を
論
ず
る
場
合
に
養
老
律
の
み
な
ら
ず
大
賓
律
を
も
注
目
す
べ
き
こ
と
を
説
か
れ
た
の
は
、
氏
の
爛
眼
を
示
す

も
の
で
あ
る
。

但
し
、
義
解
、
古
記
の
註
繹
の
中
に
、
家
人
ー
良
ー
賤
の
ケ
ー
ス
が
あ
り
、
裁
判
至
要
抄
所
引
の
逸
文
と
合
致
す
る
か
ら
と
い
つ
て
、

そ
れ
が
直
ち
に
逸
文
を
大
賓
律
・
養
老
律
の
律
文
と
認
定
す
る
根
撼
と
な
る
か
ど
う
か
—
|
↓
こ
の
貼
は
、
今
少
し
憤
重
な
考
慮
が
必
要
で

あ
ろ
う
。
仁
井
田
陸
氏
が
右
の
貼
を
批
判
し
て
、
義
解
、
古
記
の
註
繹
は
、
戸
令
に
い
う
『
堅
』
と
は
何
か
を
説
明
し
て
い
る
だ
け
で
あ

る
と
の
べ
ら
れ
た
こ
と
は
、
深
く
味
わ
う
べ
き
言
葉
で
あ
る
、
と
思
う
。

以
上
の
べ
て
き
た
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
明
白
と
な
っ
た
よ
う
に
、
こ
の
問
題
を
検
討
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
、
唐
戸
婚
律
の
薔
條
文
と
新

條
文
の
相
違
の
本
質
は
何
か
と
い
う
貼
を
、
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
新
條
文
と
薔
條
文
の
内
容
の
相
達
を
内
藤
乾
吉
氏
の
圏
示
に

従
っ
て
示
す
と
、
次
の
如
く
で
あ
る
。

賤
（
奴
婢
）

奴
婢
ー
良
〈

部
曲

徒
二
年

徒
一
年
半
｝
（
各
減
一
等
）

徒
一
年
半

徒
一
年
（
又
減
一
等
）

徒
一
年
半
-

徒
二
年

（
薔
な
し
）

（
奮
徒
一
年
）

ニ
八
八
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右
の
新
・
薔
條
文
の
内
容
を
比
較
し
て
判
明
す
る
こ
と
は
、
新
條
文
に
お
い
て
部
曲
ー
良
ー
賤
の
規
定
が
新
ら
た
に
設
け
ら
れ
、
部
曲

ー
良
ー
部
曲
の
制
裁
が
菅
條
文
よ
り
も
重
く
な
つ
て
い
る
の
に
封
し
、
奴
婢
ー
良
ー
賤
、
奴
婢
ー
良
ー
部
曲
、
奴
婢
ー
部
曲
ー
奴
婢
の
制

裁
が
、
薔
條
文
よ
り
も
軽
く
な
つ
て
い
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
新
條
文
に
お
い
て
は
部
曲
保
護
の
開
心
が
強
い
と
い
う
こ
と
を
看
取
し
得

る
の
で
あ
り
、

i

（
各
減
一
等
）

徒
一
年
半

ま
た
、
薔
條
文
に
お
い
て
は
、
新
條
文
の
部
曲
ー
良
ー
賤
の
如
き
ケ
ー
ス
が
全
く
考
え
ら
れ
て
い
な
い
—
|
元
の
身
分
以

下
に
引
下
げ
る
と
い
う
こ
と
が
全
く
考
え
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
曹
條
文
に
お
い
て
は
、

び
元
の
身
分
に
引
下
げ
る
ー
「
も
と
に
か
え
す
」
と
い
う
こ
と
が
主
要
な
開
心
の
到
象
で
あ
り
、
そ
こ
に
『
還
』
字
の
使
用
さ
れ
て
い

る
意
義
を
看
取
し
得
る
の
で
あ
る
。
日
本
の
大
賓
律
・
養
老
律
に
お
い
て
、
唐
律
新
條
文
の
部
曲
保
護
の
開
心
の
如
き
、
家
人
保
護
の
開

心
が
果
し
て
存
し
た
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
は
後
に
論
ず
る
こ
と
と
す
る
。
今
は
、
文
献
の
考
證
に
限
定
し
て
考
察
す
る
な
ら
ば
、
奮

條
文
に
お
い
て
は
、
元
の
身
分
以
下
に
引
下
げ
る
と
い
う
こ
と
は
閥
心
外
で
あ
り
、
還
歴
、
す
な
わ
ち
「
も
と
に
か
え
す
」
こ
と
が
主
た

る
闊
心
の
封
象
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
、
根
本
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

さ
て
、
右
述
し
た
と
こ
ろ
で
明
白
と
な
っ
た
よ
う
に
、
重
要
な
史
料
的
意
義
を
有
す
る
戸
令
良
人
家
人
條
と
そ
れ
に
附
せ
ら
れ
た
諸
種

戸
令
良
人
家
人
條

戸
婚
律
放
家
人
為
良
還
歴
條
論
考

の
註
繹
を
、
次
に
列
記
す
る
。

（新條文）
ヶ―

奴奴
婢婢
I I 
部良
曲／＼
I部賤

賤曲＾

冦旦
婢ツ

、-
徒
一
年

徒
一
年

-
（
又
各
減
一
等
）

（
薔
徒
二
年
）

（
薔
徒
一
年
半
）

（
奮
徒
一
年
半
）

ニ
八
九

一
旦
良
に
放
し
て
お
き
な
が
ら
再
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朱 令
繹

穴 古
記

戸
婚
律
放
家
人
為
良
還
歴
條
論
考

『
凡
良
人
。
及
家
人
。
被
ー
ー
歴
略
充
＞
賤
。
配
ー
ー
奴
婢
f

而
生
1

一
男
女
1

者
。
後
訴
得
＞
免
。
所
＞
生
男
女
。
並
従
一
＿
良
人
及
家
人
f

』

褻
略
に
開
す
る
注
解

『
藤
者
。
放
1

一
家
人
奴
婢
1

為
良
。
還
堅
為
＞
賤
者
也
。
略
者
。
不
＞
和
之
稲
。
即
略
1

一
良
人
1

為
1

一
奴
婢
1

之
類
也
。
』

繹
言
。
鎮
也
。
音
烏
秤
反
。
謂
整
家
人
奴
婢
為
＞
良
。
還
歴
為
＞
賤
也
。
略
者
。
強
取
為
＞
略
也
。
音
離
灼
反
。

婢
1

也。』

『
歴
。
謂
塾
家
人
奴
婢
為
＞
良
。
還
歴
為
＞
賤
也
。
略
。
謂
略
1
1

良
人
1

為
1
1

奴
婢
1

也。』

『
其
和
誘
和
同
相
賣
者
。
科
ー
ー
逃
亡
罪
f

然
則
所
＞
生
男
女
。

＞
坐
科
品
井
。
若
逃
亡
罪
重
者
。
依
＞
例
営
條
雖
＞
有
＞
名
。
所
＞
為
重
者
。
自
従
＞
重
是
。
』

『
歴
者
。
放
1

一
家
人
奴
婢
1

為
＞
良
。
還
歴
為
＞
賤
。
略
者
。
略
1

一
良
人
1

為
1

一
奴
婢
1

者
。
未
＞
知
。
已
放
従
＞
良
了
。
而
何
故
終
文
。
所
＞
生

男
女
従
1

一
家
人
1

若
不
＞
得

1
1

令
心
↓
欺
。
答
。
以
1

一
家
人
1

匪
為
ー
ー
奴
婢
1

耳
。
故
其
所
＞
生
子
還
従
1

一
家
人
↓
私
思
。
令
繹
所
＞
説
。
不
＞
合
ニ

令
文
f

義
解

依
1

一
下
條
1

従
＞
賤
也
。

賊
律
疏
云
゜

受
＞
誘
律
無
ー
ー
正
文
1

者。

二
九
〇

謂
略
1

一
良
人
1

為
1

一奴

並
合
1

一従
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、。カ ま
で
は
な
く
し
て
、

律
文
に
愛
更
を
加
え
た
も
の
と
み
る
の
が
穏
常
で
あ
ろ
う
。

二
九

そ
れ
で
は
ど
の
よ
う
な
髪
更
を
加
え
た
の
で
あ
ろ
う

白
で
あ
ろ
う
。
か
く
解
す
る
な
ら
ば
、

『
還
匪
為
賤
』
も
ま
た
律
文
に
由
来
す
る
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

い
ず
れ
も

為
奴
婢
者
遠
流
、

『
為
奴
婢
』
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
つ
て
、

右
法
家
の
解
繹
が
こ
の
律
文
を
参
照
と
し
た
こ
と
は
明

う
ま
で
も
な
く
、
賊
盗
律
略
人
條
が
腸
連
す
る
。

もヽ

『
還
歴
為
＞
賤
』
と
し
て
い
る
の
に
対
し
、

『
略
』
の
解
繹
で
は
『
充
賤
』
を
、
以
上
の
諸
家
の
説
に
お
い
て
、

い
ず
れ
も
『
為
1
1

奴

『
問
。
良
人
者
。
未
＞
知
。
維
戸
陵
戸
何
。
此
亦
従
ー
ー
本
色
1

耳
歎
。
凡
於
1

ー
雑
戸
陵
戸
f

稲
＞
匪
稲
＞
略
何
。
答
。

右
の
註
繹
を
み
て
、

ま
ず
氣
の
つ
く
こ
と
は
、
『
歴
』
の
解
繹
に
お
い
て
、
『
充
賤
』
を
、

婢
1

』
と
な
し
て
い
る
貼
で
あ
る
。
こ
の
相
違
は
、
恐
ら
く
、

云
云
』
と
あ
り
、

『
還
』
の
字
が
附
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
重
要
で
あ
る
。

0

0

 

賊
盗
律
略
人
條
に
略
人
と
あ
る
と
こ
ろ
は
、
法
家
の
解
繹
で
は
略
良
人
と
な
っ
て
い
る
。
律
文
を
麦
更
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は

文
義
を
明
晰
と
す
る
た
め
の
措
置
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
律
文
に
、
略
人
、
略
賣
人
と
あ
る
と
こ
ろ
を
、
法
家
の
解
繹
で
は
、
略
賣
人
を
削

除
し
、
簡
略
に
し
て
い
る
。
こ
れ
よ
り
類
推
し
て
考
察
す
る
な
ら
ば
、
義
解
、
古
記
、
繹
、
令
繹
の
『
放
家
大
奴
婢
』
は
、
律
文
そ
の
ま

こ
の
問
題
を
考
え
る
前
提
と
し
て
、
義
解
、
古
記
、
繹
、
令
繹
の
『
放
1

一
家
人
奴
婢
1

為
＞
良
。
還
歴
為
＞
賤
』
に
郎
し
て
検
討
し
て
み
よ

う
。
『
還
』
の
字
は
、
既
に
指
摘
し
た
よ
う
に
「
も
と
に
か
え
す
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

戸
婚
律
放
家
人
為
良
還
歴
條
論
考

そ
の
参
照
す
る
律
文
の
相
違
に
よ
る
で
あ
ろ
う
。
『
略
』
に
つ
い
て
は
、

そ
の
律
文
は
『
凡
略
人
、
略
賣
人
、
（
不
和
為
略
、
年
十
歳
以
下
、

牧
英
正
氏
は
、

し9

雖
和
亦
同
略
法
）

こ
の
場
合
、

右
文
の
『
賤
』
を
奴
婢
に
限

亦
従
ー
一
本
色
『
有
＞
除
ー
ー
良
人
1

外
。
雑
戸
以
下
皆
可
＞
稲
＞
歴
者
。
』

義
解
、
繹
、
古
記
、
令
繹
の
説
が
い
ず
れ

一
端
攀

1

一
良
人
↓
餘
色
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も
の
で
は
な
い
、

と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、

令
繹
は
、

こ
の
文
に
ひ
き
つ
づ
い
て
『
故
其
所
＞
生
子
還
従
ー
ー
家
人
↓
』
と

人
奴
婢
を
包
括
し
得
る
概
念
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、

こ
れ
を
生
か
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

『
略
』
の
解
繹
文
に
お
け
る
律
文
の
愛
更
よ
り
み

『
還
』
字
に
重
要
な
る
意
義
が
存
し
た
の
で
、

賤
が
家

そ
れ
故
、
律
文
に
『
放
奴
婢
為
良
。

と
あ
り
、

な
い
の
で
あ
る
。

分
に
か
え
す
と
解
繹
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

『放
-1
家
人
奴
婢
一
為
＞
良
、
還
歴
為
＞
賤
』
に
は
「
も
と
に
か

し
な
い
の
で
あ
る
。

戸
婚
律
放
家
人
為
良
還
歴
條
論
考

定
さ
れ
た
ー
_
略
の
場
合
に
は
奴
婢
に
限
定
さ
れ
て
い
る
|
~
が
故
に
、

確
な
用
法
を
示
す
、

と
さ
れ
た
。

二
九
二

し
か
し
、
右
文
に
即
し
て
虚
心
に
考
え
る
な
ら
ば
、
家
人
奴
婢
は
私
賤
で
あ
っ
て
、
良
に
到
し
て
は
、

賤
と
し
て
包
括
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
賤
は
家
人
奴
婢
を
包
括
す
る
と
考
え
て
少
し
も
差
支
な
い
の
で
あ
る
。
か
く
解
す
る

な
ら
ば
、
『
遠
歴
為
賤
』
は
、
家
人
は
家
人
に
奴
婢
は
奴
婢
に
か
え
す
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
り
、
『
還
』
字
の
正
確
な
用
法
と
矛
盾

現
に
朱
書
傍
注
は
『
歴
』
に
つ
い
て
『
一
端
學
11

良
人
f

餘
色
亦
従
一
一
本
色
f

』
と
な
し
て
お
り
、

以
上
の
こ
と
を
練
括
す
る
に
、

え
す
」
と
い
う
黙
に
開
心
が
注
が
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
唐
律
曹
條
文
と
そ
の
開
心
の
方
向
を
同
じ
く
し
て
い
る
、

…
…
還
歴
為
＞
賤
』

『
放
家
人
為
良
。

放
家
人
奴
婢
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
を
簡
潔
に
表
現
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

…
…
還
堅
為
家
人
』
と
あ
っ
た
貼
を
合
し
て
、

て
も
、
放
家
人
奴
婢
を
右
述
せ
る
如
き
律
文
愛
更
の
結
果
と
み
な
す
こ
と
は
、
必
し
も
不
自
然
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
『
還
』
字
が
用
い
て
あ
る
こ
と
が
、

『
還
』
字
の
不
正

本
色
ー
ー
ー
元
の
身

と
い
わ
ざ
る
を
得

唯
一
っ
、
令
繹
の
解
繹
の
中
に
『
未
＞
知
。
已
放
従
＞
良
了
。
而
何
故
終
文
。
所
＞
生
男
女
従

1
1

家
人
f

若
不
＞
得

1
1

令
心
1

欺
。
答
。
以
1

一家

人
1

歴
為
1

一
奴
婢
1

耳
。
故
其
所
＞
生
子
還
従
＝
家
人
一
』
と
あ
る
貼
が
問
題
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
右
文
中
に
『
以
ー
一
家
人
1

歴
為
1

一
奴
婢
1

』
と

あ
る
貼
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
文
の
意
味
は
、
も
と
家
人
で
あ
っ
た
も
の
を
奴
婢
と
す
る
と
意
味
で
あ
っ
て
、
解
放
撤
回
を
意
味
す
る

な
し
て
お
り
、
還
従
家
人
と
い
う
の
は
、
も
と
の
家
人
の
身
分
に
か
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
従
っ
て
家
人
を
一
端
良
に
解
放
し
た
も
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戸
婚
律
放
家
人
為
良
還
歴
條
論
考

の
を
撤
回
す
る
と
い
う
意
味
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
『
以
＿
一
家
人
1

匪
為
＿
面
奴
婢
1

』
と
い
う
こ
と
は
、
解
放
撤
回
と
は
異
る
こ
と
と
な
り
、

そ
こ
に
、
鼠
に
匪
為
奴
婢
と
な
し
て
、
『
還
』
字
を
用
い
な
か
っ
た
趣
旨
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

厳
格
で
あ
り
、

る
。
も
し
、

と
く
に
『
還
』
字
を
附
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
、

『
以I

I家
人
1
堅
為

I
I奴
婢
—
』
な
る
文
を
一
端
良
に
解
放
し
た
家
人
を
奴
婢
に
引
下
げ
る
と
い
う
意
味
と
か
り
に
解
繹
す
る
な

い
た
こ
と
と
な
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
一
端
良
に
解
放
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
は
後
訴
得
免
に
よ
っ
て
所
生
男
女
は
良
と
な
る
か
ら
で
あ

る
。
要
す
る
に
『
私
思
。
令
繹
所
＞
説
。
不
＞
合
ー
ー
令
文
↓
』
と
い
う
所
以
が
あ
る
の
で
あ
る
。
も
し
日
本
律
が
か
か
る
ケ
ー
ス
（
家
人
ー
良

ー
奴
婢
）
を
含
み
そ
れ
を
重
視
す
る
も
の
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
法
の
解
繹
に
お
け
る
か
か
る
誤
解
は
到
底
生
じ
得
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ

故
、
令
繹
の
右
一
文
は
、
日
本
律
に
お
け
る
還
歴
と
解
放
撤
回
の
必
然
的
な
つ
な
が
り
を
示
す
間
接
的
な
史
料
と
も
み
な
し
得
る
の
で
あ

る
。
し
か
る
に
、
牧
英
正
氏
は
、
義
解
、
古
記
の
『
放
家
人
奴
婢
為
良
、
還
歴
為
賤
』
に
、
家
人
ー
良
ー
賤
と
奴
婢
ー
良
ー
賤
と
い
う
二

つ
の
ケ
ー
ス
が
含
ま
れ
る
が
、
前
者
が
裁
判
至
要
抄
所
引
戸
婚
律
逸
文
の
ケ
ー
ス
に
該
嘗
す
る
が
故
に
、
戸
婚
律
逸
文
を
養
老
律
・
大
賓

律
の
律
文
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
思
考
方
法
は
、
裁
判
至
要
抄
所
引
戸
婚
律
逸
文
を
も
と
と
し
て
義
解
、
古
記
の
文
を
把
握
さ
れ
る

の
で
あ
る
が
、
律
令
條
文
の
偉
承
と
い
う
立
場
に
立
つ
な
ら
ば
、
そ
の
順
序
は
逆
で
あ
り
、
義
解
、
古
記
か
ら
裁
判
至
要
抄
所
引
逸
文
へ

と
い
う
方
法
を
と
る
べ
き
で
は
な
い
か
。
そ
れ
故
、
．
右
述
し
た
よ
う
な
二
つ
の
ケ
ー
ス
を
分
解
し
て
そ
の
一
っ
を
抽
出
す
る
以
前
に
、
ま

ず
二
つ
の
ケ
ー
ス
が
共
に
含
ま
れ
る

I
二
つ
の
ケ
ー
ス
を
そ
れ
ぞ
れ
可
能
に
す
る
ー
欣
態
を
基
本
と
し
て
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

で
あ
る
。
筆
者
は
、
そ
れ
を
、
家
人
奴
婢
を
一
端
良
と
し
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
本
色
に
か
え
す
ー
ー
「
も
と
に
か
え
す
」
と
い
う
貼
に
開

ら
ば
、

令
繹
が
『
故
其
所
＞
生
子
還
従
1

1

家
人
f

』
と
な
し
た
こ
と
は
、

二
九
三

家
人
ー
良
ー
奴
婢
の
ケ
ー
ス
に
開
し
て
令
繹
が
完
全
に
誤
解
し
て

そ
の
も
つ
意
義
が
唐
律
に
お
け
る
よ
り
も
む
し
ろ
、
よ
り
以
上
に
重
要
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
が
あ
る
の
で
あ

牧
め
ら
れ
た
法
家
の
解
繹
に
お
い
て
は
、
解
放
撤
回
は
、

『
還
』
字
の
用
法
が

か
く
解
す
る
な
ら
ば
、
令
集
解
に
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が
み
ら
れ
、

良
。
已
経
本
麗
。
而
還
堅
為
賤
者
。

な
に
よ
り
も
重
要
な
こ
と

は
、
裁
判
至
要
抄
所
引
逸
文
を
も
と
と
し
て
、
義
解
、
古
記
を
把
握
す
る
の
で
は
な
く
し
て
、
義
解
、
古
記
を
も
と
と
し
て
、
裁
判
至
要

抄
所
引
逸
文
を
把
握
す
る
と
い
う
考
察
方
法
を
と
る
べ
き
で
あ
る
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

た
し
か
に
戸
婚
律
を
参
考
と
し
た
と
推
定
さ
れ
る
戸
令
良
人
家
人
條
集
解
の
法
家
の
註
繹
に
お
い
て
、

『
還
』
｛
子
の
用
法

一
端
良
に
放
し
た
奴
婢
家
人
を
「
も
と
に
か
え
す
」
ー
従
本
色
こ
と
に
主
要
な
る
開
心
を
は
ら
つ
て
い
る
と
い
う
貼
よ
り

要
す
る
に
、

き
、
奴
婢
を
家
人
と
改
め
る
と
い
っ
た
妄
改
の
疑
を
も
つ
て
み
る
の
が
、

む
し
ろ
穏
営
な
の
で
は
な
い
か
。

徒
二
年
。
』
な
る
律
文
を
到
底
絶
封
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

内
藤
乾
吉
氏
が
推
定
せ
ら
れ
た
如

こ
れ
ら
の
事
賞
に
郎
し
て
考
え
る
な
ら
ば
、

裁
判
至
要
抄
所
引
戸
婚
律
逸
文
の
『
放
家
人
為

裁
判
至
要
抄
所
引
雑
律
で
は
買
馬
牛
で
あ
っ
て
、

過
＞
債
不
＞
立
＞
券
。
過
已
一
日
1

笞
舟
。
賣
者
減
こ
等
f

立
＞
券
之
後
有
1

一
蕉
病
一
者
。

不
均
芸
市
券
1

過
己
一
日
f

笞
一
―
-
+
。
賣
者
減
二
等
f

立
＞
券
之

0

0

 

後
。
有
薔
病
1

者
。
三
日
内
聴
＞
悔
。
無
＞
病
欺
者
市
如
＞
法
。
違
者
笞
三
十
。
』
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
買
奴
婢
馬
牛
と
あ
る
と
こ
ろ
が
、

人
の
妄
改
と
も
考
察
し
得
る
の
で
あ
る
。

『
奴
婢
』
を
脱
落
も
し
く
は
削
除
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

後

笞
舟
。
』
と
あ
る
が
、

右
雑
律
條
文
は
『
凡
買
1

1

奴
婢
馬
牛
1

已
過
＞
債
゜

一
日
内
聴
属
「
返
」
f

無
＞
病
欺
者
市
如
＞
法
。

違
者

の
み
な
ら
ず
、
徒
一
年
を
、
唐
律
と
同
様
、
『
徒
二
年
』
と
し
て
い
る
こ
と
に
、

文
に
は
、
た
し
か
に
、
唐
律
に
依
撼
し
た
後
人
の
妄
改
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、

裁
判
至
要
抄
所
引
雑
律
に
『
買

1
1

馬
牛
一
已

注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

裁
判
至
要
抄
所
引
の
律

夫
。
夫
之
祖
父
母
『
雖
＞
得
＞
賓
。
徒
一
年
。
』
で
あ
つ
て
、

裁
判
至
要
抄
律
文
は
、

こ
れ
を
著
し
く
簡
略
化
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

所
牧
の
裁
判
至
要
抄
所
引
闘
訟
律
に
は
『
告
1

一
外
祖
父
母
1

徒
二
年
』
と
あ
る
。

右
闘
訟
律
の
條
文
は
『
凡
告
己
一
等
尊
長
。

外
祖
父
母
。

牧
英
正
氏
は
、
裁
判
至
要
抄
所
引
の
律
文
に
は
誤
り
が
な
い
と
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
如
何
で
あ
ろ
う
か
。
新
校
群
書
類
従

心
を
示
す
文
で
あ
る
、
と
解
し
た
の
で
あ
る
。

戸
婚
律
放
家
人
為
良
還
歴
條
論
考

二
九
四
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か
ら
、

考
え
直
し
の
必
要
は
、

し
か
し
、
既
述
し
た
よ
う
に
、
こ
の
問
題
に
は
、
以
上
の
べ
た
如
き
文
猷
學
的
考
證
に
盛
き
る
の
で
は
な
く
し
て
、
奴
隷
制
の
歴
史
に

即
し
大
局
的
視
野
に
立
つ
て
論
ず
べ
き
側
面
が
含
ま
れ
て
い
る
。
唐
律
の
新
條
文
に
は
、
部
曲
保
護
と
い
う
重
要
な
る
方
針
が
う
ち
だ
さ

右
の
貼
に
つ
い
て
、
仁
井
田
陸
氏
は
「
修
正
律
で
は
、
部
曲
奴
婢
の
地
位
を
考
慮
し
つ
つ
、

二
九
五

か
つ
解
放
撤
回
の
度
合
と
そ
れ
に
封
す
る

制
裁
の
度
合
と
の
均
衡
を
と
っ
た
も
の
で
あ
る
。
濱
口
教
授
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
部
曲
と
い
う
名
稲
を
も
つ
上
級
賤
民
が
出
現
し
、
そ
れ

が
い
よ
い
よ
法
制
的
な
も
の
と
な
っ
た
時
期
は
、
北
周
の
建
徳
六
年
(
5
7
7
)

を
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
あ
ま
り
遠
く
な
い
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。

唐
律
に
お
け
る
上
記
の
よ
う
な
規
定
の
菱
更
は
、
部
曲
制
度
の
成
立
が
奴
婢
制
度
よ
り
も
お
そ
く
、
解
放
撤
回
規
定
で
も
、
唐
初
ま
だ
安

定
性
を
も
つ
に
至
ら
ず
、
ー
ー
↓
の
た
か
も
宋
代
の
農
奴
法
が
後
か
ら
じ
よ
じ
よ
に
補
充
さ
れ
て
い
っ
た
よ
う
に
ー
|
'
後
か
ら
補
正
さ
れ
て

い
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
の
如
く
で
あ
る
。
も
し
そ
う
で
あ
る
と
す
る
と
、
唐
代
の
部
曲
制
度
に
つ
い
て
は
、
開
元
前
に
さ
か
の
ぼ
り
、

唐
初
の
制
度
全
般
に
つ
い
て
考
え
直
し
て
見
る
必
要
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
唐
律
の
愛
化
は
日
本
律
に
も
影
響
を
も
っ
た
と
思
わ
れ
る

ま
た
大
賓
養
老
律
の
家
人
制
度
に
つ
い
て
も
除
外
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
」
と
い
う

重
要
な
指
示
を
興
え
て
お
ら
れ
る
（
仁
井
田
陸
「
中
國
法
制
史
研
究
轡
誌
顧
」
三
―
二
頁
）
。

す
な
わ
ち
、
既
述
し
た
よ
う
に
、
唐
戸
婚
律
新
條
文
に
部
曲
保
護
の
開
心
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
奴
婢
・
部
曲
の
歴
史
を
考
察

す
る
場
合
に
看
過
し
得
な
い
意
義
を
有
す
る
こ
と
勿
論
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
部
曲
保
護
の
腸
心
に
は
、
奴
婢
・
部
曲
の
歴
史
そ
の
も

の
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
必
然
性
が
あ
る
、

戸
婚
律
放
家
人
為
良
還
歴
條
論
考

れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
日
本
に
お
い
て
、
果
し
て
右
の
如
き
必
然
性
に
も
と
づ
く
家
人
保

し
て
、
唐
律
奮
條
文
を
う
け
つ
い
だ
も
の
、
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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戸
婚
律
放
家
人
為
良
還
匡
條
論
考

護
の
闊
心
が
存
し
た
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
は
、

濱
口
重
國
氏
は
、

「
家
兵
と

し
か
し

日
本
に
お
け
る
奴
婢
・
家
人
の
歴
史
を
考
察
す
る
場
合
に
も
、
極
め
て
重
要
な
課
題

「
唐
の
賤
民
、
部
曲
の
成
立
過
程
」
（
山
梨
大
學
學
藝
學
部
研
究
報
告
第
三
琥
）
な
る
基
礎
的
研

「
元
と
自
由
民
で
あ
っ
た
私
兵
（
部
曲
）
が
、
主
勝
で
あ
り
主
人
で
あ
る
人
の
下
に
妻
子
づ
れ
で
永
く
従
腸
し
、
平
素
は

主
家
の
賤
役
に
従
ひ
、
事
あ
れ
ば
部
曲
（
私
兵
）
と
し
て
働
い
て
ゐ
る
中
に
、
何
時
と
は
な
し
に
身
分
が
自
由
民
か
ら
賤
民
に
顕
落
し
て

0

0

 

了
っ
た
の
で
あ
り
、
こ
れ
が
唐
法
上
の
部
曲
の
由
来
で
あ
る
旨
を
説
い
た
。
又
唐
法
上
彼
等
が
上
級
賤
民
と
な
っ
た
所
以
は
、
沈
家
本
氏

に
よ
れ
ば
『
此
等
人
原
其
家
世
、
本
非
賤
隷
、
不
可
興
奴
婢
同
科
而
論
』
に
あ
る
と
い
ふ
。

つ
ま
り
自
由
民
部
曲
（
私
兵
）
の
漸
次
的
賤

民
化
説
で
あ
る
。
」
と
い
う
通
説
に
到
し
て
、
「
始
め
か
ら
賤
民
で
あ
っ
た
家
兵
（
部
曲
）
を
と
り
あ
げ
る
と
共
に
、
彼
等
は
家
兵
と
い
ふ

重
大
な
職
務
に
服
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
た
め
、
同
じ
賤
民
で
も
上
級
賤
民
と
さ
れ
る
に
至
っ
た
こ
と
を
説
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
先
輩

の
説
と
著
し
く
封
象
的
で
あ
る
。
」
と
い
う
洞
察
に
富
む
見
解
を
披
漉
し
て
お
ら
れ
る
（
同
書
五
一
頁
）
。

氏
は
、
通
説
を
批
判
し
て
、
部
曲
と
い
う
言
葉
が
、
南
北
朝
の
末
近
い
こ
ろ
ま
で
は
、
後
漢
末
三
國
時
代
に
同
じ
く
、
軍
除
・
部
除
。

部
下
・
照
校
士
卒
・
手
下
・
除
伍
・
除
列
な
ど
を
意
味
し
、
官
兵
私
兵
双
方
に
用
い
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
、
ま
た
、
こ
の
こ
ろ
私
兵
（
部

曲
）
が
良
民
か
ら
次
第
に
賤
民
階
級
に
陥
落
し
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
を
證
攘
立
て
る
資
料
も
皆
無
で
あ
る
こ
と
を
指
示
さ
れ
る
。

、、

て
、
氏
は
、
部
曲
よ
り
も
、
も
っ
と
的
確
に
私
兵
を
あ
ら
わ
す
も
の
と
し
て
家
兵
＇
~
私
家
の
賤
民
爪
牙
の
存
在
を
指
摘
さ
れ
、
後
漢
末

期
よ
り
魏
晉
南
北
朝
時
代
に
か
け
て
の
家
兵
の
性
格
を
、
多
敷
の
史
料
に
も
と
づ
き
詳
細
に
論
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
氏
は
、

あ
っ
て
も
、
賤
民
よ
り
良
民
の
方
が
多
敷
を
占
め
た
場
合
の
な
き
を
保
し
難
い
け
れ
ど
も
、
戦
風
の
絶
え
間
の
な
か
っ
た
こ
の
時
代
に
於

い
て
、
私
家
の
賤
民
中
の
勇
敢
な
も
の
が
家
兵
と
し
て
か
な
り
目
覺
し
い
活
動
を
し
た
こ
と
は
十
分
窺
へ
る
で
あ
ら
う
。
」
と
の
べ
ら
れ
、

究
に
お
い
て
、

さ
て
、
周
知
の
如
く
、

と
な
る
。

二
九
六
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「
私
家
の
爪
牙
を
家
兵
と
呼
ん
だ
こ
と
は
最
早
や
明
白
で
あ
る
が
、
同
じ
時
代
に
官
私
の
軍
除
・
賂
校
・
士
卒
・
部
下
を
部
曲
と

い
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
彼
等
を
部
曲
と
も
呼
ん
だ
こ
と
は
疑
ひ
な
い
が
、
前
節
に
引
用
し
た
諸
文
献
を
み
る
と
晉
書
張
光
偉
に
『
家
世

有
部
曲
』
と
あ
り
、
同
書
周
脇
偲
に
『
呉
興
郡
功
曹
徐
腹
（
中
略
）
有
部
曲
』
と
あ
り
、
宋
書
疱
嘩
停
に
『
有
家
兵
部
曲
』
と
あ
り
、
南

齊
書
張
環
偲
に
『
環
宅
中
常
有
父
時
嘗
部
曲
敷
百
』
と
あ
り
、

り
、
北
斉
書
平
秦
王
踊
彦
偉
に
『
常
聴
賂
私
部
曲
三
人
帯
刀
入
伏
』
と
あ
っ
て
、
賓
際
上
さ
う
呼
ん
で
ゐ
た
こ
と
が
明
瞭
で
あ
る
。
ま
た

家
兵
則
ち
私
家
の
部
曲
は
、
家
族
の
外
、
召
抱
へ
の
剣
客
武
芸
者
が
指
揮
者
と
な
っ
て
ゐ
た
場
合
が
勘
く
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
歴
倒
的

多
敷
を
占
め
た
も
の
は
賤
民
で
あ
り
、
従
っ
て
家
兵
の
代
表
的
な
も
の
は
賤
民
部
曲
で
あ
っ
た
筈
で
あ
る
。
の
み
な
ら
ず
指
揮
者
た
る
主

人
並
に
剌
客
達
か
ら
言
へ
ば
、
部
下
た
る
賤
民
は
己
の
部
曲
（
部
下
）
で
あ
っ
た
。
さ
す
れ
ば
年
月
を
経
過
し
て
ゐ
る
間
に
、
其
々
の
家

で
部
曲
と
言
へ
ば
専
ら
家
兵
た
る
賤
民
を
指
す
や
う
に
な
る
の
は
営
然
起
る
べ
き
現
象
で
あ
り
、

ば
、
『
彼
は
甲
家
の
賤
民
で
あ
る
』
と
い
ふ
に
等
し
い
朕
態
に
な
っ
て
も
不
思
議
は
な
い
が
、

が
私
賤
民
の
一
種
に
到
す
る
法
制
的
呼
稲
化
し
た
大
原
因
で
あ
っ
た
と
信
ず
る
。
」
と
の
べ
ら
れ
る
（
同
書
四
七
頁
以
下
）
。

氏
の
論
旨
は
、
誠
に
明
快
で
あ
っ
て
、
家
兵
が
私
家
の
部
曲
と
同
義
的
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
の
多
い
こ
と
、
家
兵
の
内
歴
倒
的
多
敷
を

占
め
た
も
の
が
賤
民
で
あ
っ
た
こ
と
、
右
の
二
貼
よ
り
部
曲
の
語
が
私
賤
民
の
一
種
に
封
す
る
法
制
的
呼
稲
と
な
っ
た
、
と
論
断
さ
れ
る

の
で
あ
る
。

但
し
、
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
氏
自
身
の
指
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
家
兵
は
賤
民
か
ら
の
み
な
る
も
の
で
は
な
く
良
民
の
方
が
多
敷

を
占
め
る
場
合
の
な
き
を
保
し
難
い
と
い
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
家
兵
は
、
本
来
、
良
民
・
賤
民
を
共
に
含
む
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
唐
法
上
の
部
曲
が
家
兵
1

私
家
の
部
曲
に
由
来
す
る
こ
と
は
、
氏
の
研
究
に
よ
っ
て
不
動
の
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
り
、
部

ま
た
、

戸
婚
律
放
家
人
為
良
還
匪
條
論
考

二
九
七

私
は
か
う
し
た
事
こ
そ
、

梁
書
張
孝
秀
停
に
『
有
田
敷
十
頃
、

部
曲
敷
百
人
、

李
以
力
田
』
と
あ

『
彼
は
甲
家
の
部
曲
で
あ
る
』
と
言
へ

後
ち
部
曲
の
語
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戸
婚
律
放
家
人
為
良
還
歴
條
論
考

曲
を
私
賤
民
と
規
定
す
る
に
つ
い
て
家
兵
に
賤
民
の
多
い
こ
と
が
大
な
る
影
響
を
興
え
た
こ
と
は
、
氏
の
指
示
さ
れ
る
通
り
で
あ
る
が
、

、
、
、
、
、
、
、

し
か
し
、
良
民
・
賤
民
を
共
に
含
む
家
兵
（
私
家
の
部
曲
）
を
私
賤
民
た
る
部
曲
と
し
て
限
定
し
た
こ
と
は
、
重
大
な
愛
更
で
あ
る
、
と

い
う
貼
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
愛
更
は
、
如
何
に
考
察
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
部
曲
が
家
兵
に
由
来
す
る
と
い
う
説
明
で

は
、
こ
の
菱
更
そ
の
も
の
を
把
握
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
氏
は
、
唐
法
上
の
部
曲
と
同
じ
言
葉
が
、
藪
か
ら
棒
式
に
、
北
周

書
（
巻
六
）
武
帝
紀
下
、
建
徳
六
年
十
一
月
條
の
『
詔
、
自
永
熙
三
年
七
月
己
未
、
去
年
十
月
已
前
、
東
土
之
民
、

婢
者
、
及
平
江
陵
之
後
、
良
人
没
為
奴
婢
者
、
並
宜
放
免
、
所
在
附
籍
、

一
同
民
伍
、
若
薔
主
人
、
猶
須
共
居
、

聴
留
為
部
曲
客
女
。
』

と
い
う
詔
に
出
て
く
る
、
と
さ
れ
る
が
、
む
し
ろ
、
か
か
る
重
大
な
、
す
な
わ
ち
、
革
新
的
な
麦
更
で
あ
る
が
故
に
、
藪
か
ら
棒
式
の
出

か
た
を
す
る
、
と
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
鮎
は
、
慎
重
な
吟
味
を
要
す
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

家
兵
は
、
繰
返
し
て
論
じ
た
よ
う
に
、
良
民
と
賤
民
を
共
に
含
ん
だ
有
力
な
私
家
の
爪
牙
で
あ
る
か
ら
、
も
し
、
私
兵
が
官
兵
を
克
服

す
る
程
の
稜
展
を
と
げ
軍
制
の
根
本
と
な
っ
た
な
ら
ば
、
ヽ
~
す
な
わ
ち
、
封
建
的
骰
制
が
確
立
さ
れ
た
な
ら
ば
、
恰
も
、
日
本
の
鎌
倉

時
代
の
御
家
人
の
よ
う
に
、
家
兵
に
は
良
民
よ
り
も
上
位
の
身
分
の
も
の
を
も
包
括
す
る
可
能
性
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
家

兵
（
私
家
の
部
曲
）
を
私
賤
民
と
し
て
規
制
す
る
政
策
の
方
向
は
、
封
建
的
罷
制
を
否
定
し
そ
れ
を
克
服
す
る
と
こ
ろ
の
官
僚
制
的
支
配

確
立
の
方
向
に
他
な
ら
な
い
。
軍
制
に
お
い
て
は
、
官
兵
を
根
本
と
し
、
私
兵
を
否
定
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
部
曲
を
私
賤
民
と

し
て
限
定
し
規
制
す
る
こ
と
は
、
封
建
的
證
制
の
残
存
を
克
服
す
る
諸
種
の
政
策
の
一
環
と
し
て
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。
建

徳
六
年
十
一
月
詔
が
唐
突
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
の
も
、

か
か
る
意
味
に
お
い
て
把
握
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

部
曲
を
下
級
男
性
賤
民
で
は
な
く
し
て
上
級
男
性
賤
民
と
し
て
位
置
づ
け
た
こ
と
は
、
或
る
場
合
に
は
良
民
以
上
に
上
昇
す
る
可
能
性

の
あ
る
階
層
を
引
下
げ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
に
妥
協
的
な
配
慮
を
な
さ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
、
と
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

二
九
八

被
抄
略
在
化
内
為
奴
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二
九
九

し
か
る
に
、
敦
煽
稜
見
唐
戸
婚
律
の
奮
條
文
と
新
條
文
の
相
違
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
新
條
文
に
部
曲
保
護
の
開
心
が
認
め
ら
れ
る
こ

と
は
、
右
述
し
た
こ
と
を
前
提
と
し
て
考
察
す
る
な
ら
ば
、
官
僚
制
的
支
配
の
確
立
に
應
じ
て
部
曲
の
賤
民
と
し
て
の
地
位
が
固
定
し
た

こ
と
、
む
し
ろ
賤
民
階
層
を
抑
艇
す
る
政
策
と
し
て
賤
民
階
層
の
中
の
内
部
的
な
隔
差
を
強
化
す
る
こ
と
、
従
っ
て
、
内
部
的
隔
差
強
化

の
一
手
段
と
し
て
部
曲
保
護
へ
の
配
慮
を
示
す
こ
と
、
右
の
事
柄
を
意
味
す
る
も
の
と
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

日
本
の
大
賓
・
養
老
律
令
の
規
定
す
る
賤
民
制
の
中
に
、
唐
律
令
に
認
め
ら
れ
る
如
き
賤
民
階
層
の
抑
歴
に
つ
い
て
の
周
到
な
る
配
慮

を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
は
な
は
だ
疑
問
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

、
、
、
、
、
、

大
賓
・
養
老
律
令
に
お
け
る
家
人
が
、
鼠
に
賤
民
た
る
家
人
（
唐
法
の
部
曲
に
該
営
す
る
も
の
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
）
に
と
ど
ま
ら
ず

、
、
、
、

し
て
、
家
内
の
人
た
る
意
義
を
有
し
、
そ
の
用
例
の
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
、
つ
と
に
坂
本
太
郎
氏
が
、
名
例
律
逸
文
、
闘
訟
律
逸
文
、
衛

禁
律
、
賦
役
令
、
恨
寧
令
、
獄
令
に
つ
い
て
指
示
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
（
坂
本
太
郎
・
「
家
人
の
系
譜
」
・
史
學
維
誌
第
五
十
八
編
第
二
琥
）
。

氏
は
、
家
内
の
人
た
る
意
義
に
用
い
ら
れ
た
家
人
に
該
営
す
る
唐
法
の
言
葉
が
家
人
で
あ
る
、
と
の
べ
ら
れ
て
い
る
。
従
つ
て
、
唐
律
令

で
は
、
部
曲
と
家
人
で
雨
者
を
明
確
に
厖
別
し
て
い
た
の
に
封
し
、
大
賓
・
・
養
老
律
令
で
は
そ
の
よ
う
な
厖
別
は
な
く
、
家
人
が
、
唐
律

令
の
部
曲
た
る
意
義
に
も
、
家
人
た
る
意
義
に
も
用
い
ら
れ
た
こ
と
が
、
判
明
す
る
。
こ
れ
は
、
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、

武
家
の
家
人
へ
つ
な
が
る
も
の
と
し
て
、
平
安
時
代
よ
り
王
臣
家
人
、
大
臣
家
人
等
の
複
合
的
な
名
辟
で
文
獣
に
あ
ら
わ
れ
る
家
人
が
あ

る
が
、
律
令
の
家
人
に
は
、
そ
の
源
流
を
示
す
も
の
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
へ
そ
れ
故
、
律
令
の
家
人
は
、
貴
族
の
家
内
人
か
ら
私
賤
に
い

た
る
ま
で
の
も
の
を
含
む
包
括
的
な
概
念
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
か
ら
で
あ
る
。
私
的
隷
従
者
と
い
う
貼
に
注
目
し
て
貴
族
の
私
的
隷
従

者
か
ら
庶
民
の
私
的
隷
従
者
に
い
た
る
ま
で
そ
れ
に
家
人
な
る
名
稲
を
附
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
要
す
る
に
、
中
國
法
上
に
み
ら
れ
た

戸
婚
律
放
家
人
為
良
還
歴
條
論
考
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す
な
わ
ち
上
級
私
賤
民
に
該
営
す
る
賓
競
が
、

大
賓
・
養
老
律
令
編
纂
の
営
時
お
い
て
存
在
し
な
か
っ
た
の
で
あ

在
1

一
大
倭
國
十
市
郡
典
ー
一
山
背
闊
宇
蓮
郡
f

奴
九
口
婢
十
六
口
。

蓋
家
人
者
。
』
と
あ
る
こ
と
も
通
用
語
に

「
之
に
つ
い
て
最
も
よ
い
参
考

で
あ
っ
た
こ
と
は
、
坂
本
太
郎
氏
が
、
三
代
賓
録
、

戸
婚
律
放
家
人
為
良
還
匿
條
論
考

三
0
0

―ヽ

し
カ

家
兵
・
部
曲
を
私
賤
民
と
し
て
限
定
・
規
制
す
る
と
い
う
如
き
徹
底
せ
る
政
策
を
、
大
寮
・
養
老
律
令
の
家
人
に
賜
す
る
規
定
に
認
め
る

こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

賤
民
た
る
家
人
と
は
全
く
別
の
意
義
を
も
つ
家
人
の
用
例
が
、
輩
に
律
令
の
用
語
に
と
ど
ま
ら
ず
し
て
、
社
會
に
も
通
用
さ
れ
た
も
の

文
徳
賓
録
の
史
料
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
（
同
書
七
頁
以
下
）
。

も
、
賤
民
た
る
家
人
が
、
却
つ
て
、
官
府
用
語
に
と
ど
ま
り
、
祉
會
的
な
通
用
語
で
な
か
っ
た
と
し
て
、

と
な
る
も
の
は
奈
良
時
代
の
戸
籍
に
家
人
と
明
記
さ
れ
た
賤
民
の
一
人
も
見
え
て
ゐ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
明
記
さ
れ
て
は
ゐ
な
く
て
も
家

人
の
賓
に
嘗
る
賤
民
は
存
在
し
て
ゐ
る
こ
と
、
そ
れ
は
奴
婢
と
一
律
に
記
さ
れ
て
ゐ
る
者
の
中
か
ら
家
族
を
持
つ
者
を
抽
出
す
る
こ
と
よ

つ
て
求
め
得
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
嘗
て
石
母
田
正
氏
の
論
證
し
た
所
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
は
家
人
と
い
ふ
言
葉
が
全
く
社
會
に
根
を
下

し
て
ゐ
な
か
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
律
令
の
條
文
に
照
ら
せ
ば
家
人
と
云
は
る
べ
き
も
の
も
祉
會
で
は
奴
婢
と
稲
す

る
の
が
慣
例
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
よ
く
引
用
さ
れ
る
法
隆
寺
の
流
記
資
財
帳
の
奴
婢
の
記
載
も
こ
の
こ
と
を
物
語
る
。
同
書
に
は
同
寺

所
有
の
賤
民
を
記
し
て
、
家
人
壷
個
戴
拾
参
口
奴
婢
参
個
捌
拾
伍
口
と
一
應
国
別
し
て
は
ゐ
る
が
、

て
『
廿
五
口
訴
未
1

一
判
土
翌
者
。

語
り
、

一
五
頁
）
。

唐
法
上
の
部
曲
、

そ
の
家
人
の
内
朦
に
は
奴
六
十
八
口

婢
五
十
五
口
と
記
し
て
家
人
が
賓
は
奴
婢
と
稲
せ
ら
れ
て
ゐ
た
賓
情
を
暴
露
す
る
。
又
解
放
を
訴
へ
て
未
だ
判
決
を
得
な
い
賤
民
を
注
し

従
っ
て
一
應
奴
婢
と
記
し
た
後
に
該
営
の
法
律
用
語
を
反
省
し
そ
れ
を
附
記
し
て
記
事
に
櫂
威
を
典
へ
ん
と
し
た
筆
者
の
心
的
経
過
を
物

い
か
に
家
人
と
い
ふ
語
が
人
々
に
な
じ
ま
な
い
生
硬
な
法
律
用
語
で
あ
っ
た
か
を
示
す
の
で
あ
る
。
」
と
の
べ
ら
れ
て
い
る
（
同
祖
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し
か
し
、

10 

賓
際
の
慣
行
を
踏
襲
制
度
化
し
た
と
い
つ
て
も
、
そ
の
賓
例

．．
 

り
、
そ
の
よ
う
な
賓
證
を
も
た
ざ
る
鼠
な
る
法
律
用
語
と
し
て
、
家
人
を
部
曲
に
比
営
せ
し
め
た
の
で
あ
っ
て
、
し
か
も
、
戸
令
家
人
所

生
條
の
穴
説
に
『
穴
云
。
問
。
雨
家
々
人
何
。
答
。
依
ー
一
捕
亡
令
f

従
＞
母
也
。

家
人
奴
婢
同
類
故
。
』
と
あ
る
如
く
、

て
さ
え
も
、
家
人
奴
婢
を
同
類
と
み
な
す
説
が
存
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
他
方
、
家
内
の
人
た
る
意
義
の
家
人
に
つ
い
て
は
、
そ

の
寅
橿
が
存
在
し
、
し
か
も
、
家
内
の
人
た
る
意
義
か
ら
容
易
に
轄
じ
て
家
務
に
従
事
す
る
人
々
ー
ー
＇
一
家
に
私
的
な
隷
腸
開
係
を
も
っ

人
々
（
坂
本
太
郎
氏
）
た
る
意
義
を
有
し
得
る
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
（
俣
寧
令
官
人
遠
任
條
に
は
『
凡
官
人
。

隷
従
者
た
る
意
義
を
撰
大
し
て
、
上
級
私
賤
民
た
る
家
人
を
法
律
用
語
と
し
て
作
成
し
唐
法
に
到
應
せ
し
め
た
と
み
る
の
が
、
穏
営
な
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。
要
す
る
に
、
大
賓
。
養
老
律
令
編
纂
営
時
の
日
本
に
お
い
て
は
、
家
人
は
ー
ー
．
或
は
私
的
隷
屡
者
は
、
そ
の
よ
う
に

包
括
的
な
概
念
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
確
乎
た
る
事
賓
で
あ
り
、
か
か
る
私
的
隷
従
者
を
唐
法
の
如
く
私
賤
民
と
限
定
・
規
制
す
る
こ
と
は

不
可
能
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
む
し
ろ
反
到
に
、
私
的
隷
従
者
の
一
側
面
に
依
握
し
て
上
級
私
賤
民
そ
の
も
の
の
概
念
を
法
律
用
語
と

し
て
作
成
し
た
、

と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

遠
任
及
公
使
。

家
務
に
従
事
す
る
人
た
る
意
義
を
も
有
し
得
る
も
の
で
あ
る
。
）
、
こ
の
私
的

右
の
唐
の
部
曲
に
か
え
て
わ
が
律
令
が
何
故
に
家
人
の
語
を
用
い
た
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、
坂
本
太
郎
氏
は
、
そ
の
消
極
的
理
由

と
積
極
的
理
由
を
あ
げ
ら
れ
る
。
消
極
的
理
由
は
、
部
曲
な
る
語
が
律
令
制
定
前
に
既
に
行
わ
れ
賤
民
と
は
異
る
身
分
の
人
々
を
指
す
言

葉
で
あ
っ
た
か
ら
、
そ
れ
と
の
概
念
の
混
同
を
防
ぐ
必
要
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
積
極
的
理
由
の
主
た
る
も
の
は
、
営
時
も
し

く
は
以
前
に
寅
際
に
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
そ
れ
を
踏
襲
制
度
化
し
た
の
で
あ
る
と
い
う
歴
史
的
理
由
を
あ
げ
ら
れ
、
雄
略
天
皇

紀
九
年
條
の
吉
備
上
道
蚊
島
田
邑
の
家
人
部
を
指
示
さ
れ
る
。

戸
婚
律
放
家
人
為
良
還
歴
條
論
考

こ
の
條
文
の
家
人
は
、
家
内
の
人
た
る
意
義
の
み
な
ら
ず
、

應
1

l

解
官
f

患
人
告
1

者
。
聴
下
家
人
継
1

一
所
在
官
司
f

陳
牒
告
追
3

若
奉
＞
勅
出
＞
使
。
及
任
居
二
邊
要
1

者
。
申
＞
官
慮
分
。
』
と
あ
り
、

父
母
喪

法
の
解
繹
に
お
い



戸
婚
律
放
家
人
為
良
還
匪
條
論
考

は
、
右
の
家
人
部
の
史
料
―
つ
で
あ
る
。
氏
の
示
さ
れ
た
消
極
的
理
由
に
つ
い
て
は
問
題
は
な
い
が
、
積
極
的
理
由
に
つ
い
て
は
吟
味
を

要
す
る
。
賤
民
た
る
家
人
が
輩
な
る
法
律
用
語
で
あ
っ
て
、
社
會
に
根
を
お
ろ
さ
な
い
言
葉
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
氏
の
論
證
さ
れ
た
と
こ

ろ
で
あ
り
、
唐
法
の
部
曲
に
該
嘗
す
る
上
級
私
賤
民
な
る
も
の
も
、
社
會
に
そ
の
賓
臆
を
有
し
得
な
か
っ
た
こ
と
は
、
氏
の
指
示
さ
れ
た

と
こ
ろ
で
あ
る
。
も
し
、
稽
極
的
理
由
と
し
て
歴
史
的
理
由
が
考
え
ら
れ
、
踏
襲
制
度
化
し
得
る
慣
行
が
存
し
た
と
す
る
な
ら
ば
、
律
令

制
定
常
時
の
日
本
の
祉
會
に
お
い
て
、
上
級
私
賤
民
た
る
家
人
の
賓
證
が
存
し
な
い
と
い
う
如
き
こ
と
は
、
到
底
あ
り
得
べ
か
ら
ざ
る
こ

と
で
あ
る
。

賤
民
た
る
家
人
の
賓
髄
が
存
し
な
い
と
す
れ
ば
、
踏
襲
制
度
化
し
得
る
慣
行
も
ま
た
存
し
な
い
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

雄
略
天
皇
紀
九
年
條
に
は
『
こ
れ
に
由
り
て
、
大
海
欣
悦
び
て
、
自
獣
を
る
こ
と
能
は
ず
、
韓
の
奴
、
室
、
兄
麻
呂
、
弟
麻
呂
、
御

は

り

む

た

り

き

び

か

み

つ

み

ち

．

か

し

4

ー

だ

む

ら

や

か

ひ

さ

ベ

倉
、
小
倉
、
針
の
六
口
を
大
連
に
送
り
き
。
吉
備
の
上
道
の
蚊
島
田
の
邑
の
家
人
部
は
こ
れ
な
り
。
』
と
あ
る
。

ら
れ
る
よ
う
に
、
家
人
部
は
、
吉
備
上
道
蚊
島
田
邑
と
い
う
行
政
匿
域
に
か
け
て
よ
ば
れ
て
い
て
、
営
時
の
部
民
一
般
と
共
通
す
る
性
格

を
示
し
て
い
る
。
も
し
こ
れ
が
私
賤
民
で
あ
れ
ば
、
そ
の
隷
濁
す
る
家
ま
た
は
人
の
名
に
か
け
て
よ
ば
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
家
人
部

の
部
民
た
る
性
格
は
明
白
で
あ
る
。
但
し
、
こ
の
家
人
部
は
、
雄
略
天
皇
紀
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
、
韓
奴
と
の
系
譜
的
閥
係
を
示

唆
す
る
も
の
が
あ
り
、
こ
の
貼
に
即
し
て
、
氏
は
「
家
人
部
の
構
成
に
韓
奴
が
何
等
か
の
開
係
を
も
つ
て
ゐ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

し
て
見
れ
ば
家
人
と
い
ふ
言
葉
は
何
等
か
の
意
味
で
奴
隷
を
表
象
す
る
言
葉
と
し
て
用
ひ
ら
れ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
中
國
に
於
け
る

家
人
は
多
く
の
意
義
を
も
つ
て
ゐ
た
が
、
私
家
の
奴
隷
の
意
味
も
あ
っ
た
と
い
ふ
こ
と
は
宮
崎
博
士
、

ず
る
家
人
の
名
を
以
て
し
た
の
が
家
人
部
で
あ
り
、

三
01
―坂

本
太
郎
氏
の
指
摘
せ

玉
井
是
博
氏
等
の
論
證
し
た
所
で

あ
る
か
ら
、
さ
う
し
た
意
味
で
の
家
人
が
我
が
大
化
以
前
に
外
末
文
化
の
知
識
を
も
っ
た
少
敷
の
人
々
の
間
に
知
ら
れ
て
ゐ
た
こ
と
は
考

へ
ら
れ
ぬ
こ
と
は
な
い
。
基
本
的
に
は
奴
婢
で
は
な
い
が
あ
る
部
分
に
奴
婢
に
閥
聯
の
深
い
も
の
を
も
っ
た
部
に
名
づ
く
る
に
奴
婢
に
準

そ
れ
は
常
時
と
し
て
は
ハ
イ
カ
ラ
な
異
闊
趣
味
的
な
名
稲
で
あ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
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戸
婚
律
放
家
人
為
良
還
歴
條
論
考

い
の
で
あ
る
。

る
如
き
政
策
を
打
出
す
こ
と
も
困
難
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
家
人
に
つ
い
て
多
く
の
意
義
の
あ
る
中
で
と
く
に
私
家
の
奴
隷
た
る
意
味
を
強
調
し
た
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
何
故
に
そ
れ
を

部
民
と
し
て
編
成
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
は
避
く
べ
か
ら
ざ
る
矛
盾
が
あ
り
、
家
人
部
の
家
人
を
私
家
の
賤
民
た
る
意
義
に
用
い

に
、
蹄
化
人
の
部
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
ー
|
'
少
く
と
も
そ
の
よ
う
に
考
察
し
た
方
が
、

と
い
う
よ
り
も
、
家
人
部
の
流
布
し
得
な
か
っ
た
理
由
の
説
明
と
し
て
自
然
で
あ
る
。
韓
奴
た
ち
が
そ
の
本
國
で
よ
ば
れ
て
い
た
家
人
な

る
名
稲
が
、
そ
の
ま
ま
部
の
名
稲
と
し
て
用
い
ら
れ
た
と
み
る
な
ら
ば
、
家
人
部
に
含
ま
れ
る
私
家
の
賤
民
と
部
民
と
い
う
矛
盾
を
解
決

し
得
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
故
、
こ
れ
は
蹄
化
人
の
部
に
つ
い
て
認
め
ら
れ
る
特
殊
な
事
例
で
あ
っ
て
、
律
令
制
の
家
人
の
ー
ー
＇
或
は
上
級

私
家
賤
民
の
源
流
と
な
り
得
る
よ
う
な
慣
行
で
は
な
い
。
し
か
し
て
ま
た
、
そ
れ
は
、
家
人
に
含
ま
れ
る
多
様
な
意
義
の
中
で
、
私
家
の

奴
隷
た
る
意
義
の
強
い
こ
と
を
主
張
し
得
る
根
操
と
も
な
ら
な
い
。
こ
の
時
代
よ
り
律
令
制
定
時
ま
で
の
日
本
に
お
い
て
、
私
家
隷
従
者

を
一
般
的
に
賤
民
と
し
て
限
定
規
制
す
る
如
き
政
策
を
打
出
す
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
従
っ
て
ま
た
賤
民
階
級
の
内
部
的
隔
差
を
強
化
す

こ
れ
を
要
す
る
に
、
文
獣
考
證
の
上
に
お
い
て
も
、
賓
際
の
註
會
の
支
配
臆
制
に
即
し
て
み
て
も
、
大
賓
律
養
老
律
の
戸
婚
律
放
家
人

為
良
還
歴
條
は
、
敦
燻
稜
見
唐
戸
婚
律
の
菩
條
文
す
な
わ
ち
永
徽
律
を
継
受
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
動
か
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
他

方
ま
た
、
大
賓
律
養
老
律
偲
承
の
過
程
に
お
い
て
、
唐
開
元
律
に
依
掟
す
る
妄
改
の
行
わ
れ
る
可
能
性
が
存
し
た
こ
と
も
、
否
定
し
得
な

ら
れ
て
い
る
と
み
な
す
こ
と
は
、

困
難
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

更
に
ま
た
、

J

の
家
人
部
が
、
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ハ
イ
カ
ラ
な
異
國
趣
味
的
な
名
稲

韓
奴
に
系
譜
を
有
す
る
と
い
う
よ
う

た
る
家
人
の
源
流
と
さ
れ
る
（
同
書
一
八
頁
以
下
）
。

い
か
。
従
つ
て
さ
ま
で
普
遍
的
な
存
在
で
も
な
く
、

そ
の
名
も
さ
ま
で
流
布
し
な
か
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
」
と
の
べ
ら
れ
、

賤
民
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